
○過疎地域の持続的発展を支援するための固定資産税の課税免除に関する

条例施行規則 

令和３年１２月２８日 

益田市規則第４６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、過疎地域の持続的発展を支援するための固定資産税の課税

免除に関する条例（令和３年益田市条例第２８号。以下「条例」という。）第

６条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（申請） 

第２条 条例第４条の規定による申請は、過疎地域の持続的発展を支援するため

の固定資産税の課税免除申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添付して

行うものとする。 

(1) 課税免除の申請に係る特別償却設備である家屋を含む事業所全体の平面

見取図（縮尺の表示があるもの）及び当該家屋の平面図（床面積の記載があ

るもの） 

(2) 課税免除の申請に係る特別償却設備である償却資産がある場合は、その配

置図及び当該償却資産を使用する作業を含む生産ライン等の工程表 

(3) 事業所の年次別建設計画及びその実績を明らかにする書類 

(4) 所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２条第１項第３７号又は法人税法

（昭和４０年法律第３４号）第２条第３１号の規定による確定申告書に添付

すべき減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し 

(5) 法人の場合は、法人登記の現在事項全部証明（申請を行う日の前３月以内

取得したもの） 

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める書類 

２ 前項の規定による課税免除の申請の提出期限は、課税免除の適用を受ける初

年度の前年度の１月末日とする。 

（課税免除の決定） 

第３条 市長は、前条の申請により課税免除の可否の決定をしたときは、固定資

産税課税免除決定通知書（様式第２号）により、当該申請した者に通知するも

のとする。 

２ 前項の規定による課税免除の決定は、条例第３条に規定する課税免除の期間

を上限として行うものとする。 

（各種届出） 

第４条 前条第１項の規定により課税免除の決定を受けた者（以下「課税免除対

象者」という。）は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するに至ったと

きは、遅滞なく、当該各号に定める書類に当該事実を証する書類を添えて、市

長に届け出なければならない。 

(1) 年次別建設計画に基づく事業所の新設、増設等の工事に着手したとき 建

設工事着手届（様式第３号） 

(2) 事業所の年次別建設計画又は事業計画を変更したとき 計画変更届（様式

第４号） 



(3) 特別償却設備に係る事業を開始したとき 事業開始届（様式第５号） 

(4) 特別償却設備に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止（廃止）

届（様式第６号） 

２ 市長は、前項の規定による届出（同項第２号又は第３号に係るものを除く。）

があった場合は、前条第２項の規定による課税免除の決定の内容を変更する決

定を行うものとする。この場合において、同条の規定は、当該変更の決定に係

る手続について準用する。 

（事業承継） 

第５条 課税免除対象者から事業を承継した者は、当該承継の日の翌日から起算

して１０日を経過する日までに、事業承継届（様式第７号）に承継を証する書

類を添えて、市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、事業を承継した者について

課税の免除をすることができる。この場合において、第３条の規定は、当該事

業を承継した者に対する課税免除の決定に係る手続について準用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の廃止） 

２ 過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則（平成１６年

益田市規則第５１号）は廃止する。 

（令和４年度分の課税免除の申請に係る提出期限の特例） 

３ 第２条第２項の規定にかかわらず、令和４年度分の課税免除の申請に係る提

出期限は、令和４年２月２８日とする。 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第２条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第４条関係） 

様式第５号（第４条関係） 

様式第６号（第４条関係） 

様式第７号（第５条関係） 

 


